
浜松市教育委員会規則第２号 

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年浜松市教育委員会規

則第１６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（一時差止処分の手続） （一時差止処分の手続） 

第１１条 （略） 第１１条 （略）  

２ 前項の文書の交付は、一時差止処分を受け

た者の所在を知ることができない場合にお

いては、その内容を浜松市公告式条例（昭和

２５年浜松市条例第２３号）に規定する掲示

場に掲示することをもってこれに代えるこ

とができるものとし、掲示された日から２週

間を経過した時に文書の交付があったもの

とみなす。 

２ 教育委員会は、前項の規定による文書の交

付をする場合において、当該一時差止処分を

受けた者の所在を知ることができないとき

は、同項の規定による文書の交付を、公示の

方法によって行うことができる。 

 ３ 前項の公示の方法による文書の交付は、当

該一時差止処分を受けた者の氏名及び教育

委員会が当該文書をいつでもその者に交付

する旨（以下この項において「公示事項」と

いう。）を教育委員会が定める方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態

に置くとともに、公示事項が記載された書面

を浜松市公告式条例（昭和２５年浜松市条例

第２３号）に定める掲示場に掲示し、又は公

示事項を教育委員会の事務所に設置した電

子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。この場合におい

ては、当該措置を開始した日から２週間を経

過したときに、当該文書の交付があったもの

とみなす。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 



   附 則 

１ この規則は、令和８年５月２１日から施行する。 

２ 改正後の第１１条第２項及び第３項の規定は、この規則の施行の日以後にする文書の

交付について適用し、同日前にした文書の交付については、なお従前の例による。 

 

 

（あらまし） 

この規則は、期末手当及び勤勉手当の支給を制限する場合において、当該処分を受ける

べき者の所在が判明しない場合の通知方法に、インターネットを利用する方法及び電子計

算機の影像面に表示する方法を追加するものです。 


